
＜基本利用料＞

※月単位の定額で、送迎・入浴も含まれます

要支援１

要支援２

要支援１

要支援２

＜その他利用料＞

○介護保険一部負担

○保険外利用料

特別に材料を注文するため実費をいただきます（消費税がかかります）

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が50％以上

介護予防通所リハビリテーション利用料金表（1割負担）

所定単位数（介護保険給付総額）×6.6%

4228円/月

2268円/月

退院時カンファレンスに理学療法士等が参加し、退院時共同指導を行った場合、初回利用月に算定退院時共同指導加算

※利用開始月より起算して12月を超えた期間に利用する場合

-120円/月

-240円/月

○介護予防通所リハビリテーション（1月につき）

食費（朝食）

食費（夕食）

510円/食

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 6.6%

72円/月 （要支援１）

（要支援２）144円/月

（半日入浴なし）

医療法人　本庄福島病院　老人保健施設　彩の苑　　2025年4月1日

40円/日

（半日利用）

60円/日

150円/日

教養娯楽費
（施設で用意するものをご利用い
ただく場合）

日常生活品費
（施設で用意するものをご利用い
ただく場合）

（１日入浴あり）

（半日入浴あり）130円/日

レクリエーションや趣味クラブで使用する、折り紙や毛糸、粘土等の材料や輪投げ
等遊具、DVDソフト等の費用

（１日入浴なし）

理美容代

0円/日

おしぼり、石鹸、タオル、ティッシュペーパー等

200円/日 （１日利用）

実費

600円/回

科学的介護推進体制加算 40円/月
利用者ごとの心身の状況等の基本的な情報を、厚労省に提出し、必要に応じて通所リハビリテーショ
ン計画を見直すなど、適切かつ有効にサービス提供を行うために必要な情報を活用していること

希望食 実費

710円/食

食費（昼食） 640円/食


